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平成21年度 杉並区監査方針

平成21年 2月24日

監 査 委 員 決 定

１ 監査の基本方針

日本経済は、昨年9月末の米国に端を発した金融危機の影響を受け、平成14年を底とし

た息の長い回復基調から一転して、景気の下降局面を迎えている。

政府は、今年1月の月例経済報告で景気の基調判断を、前月までの「悪化している」から

「急速に悪化している」に下方修正するなど、今後、景気後退の長期化･深刻化がさらに懸

念される状況となっている。

このような景気の動向を受け、杉並区の平成21年度一般会計の当初予算案は対前年度

7.7％減と4年ぶりにマイナスに転じたが、「遠きを見すえ 今を固める予算」として、緊急経

済対策による経済支援並びに雇用の確保、長寿応援ポイント制度の創設、急増する保育

需要への対応、ゲリラ豪雨対策、「座・高円寺」の開館、与謝野晶子旧宅跡の公園整備、減

税自治体構想の具体化など、積極的に取り組むこととしている。

区の財政環境は急激に厳しさを増し、先行きに予断を許さない状況にあり、第4次行財政

改革実施プランに基づく行財政改革に引き続き取り組み、簡素で効率的な質の高い区政

の実現をめざす一方、これまで以上に財源の確保と負担の公平化に努め、その財政効果

を確実なものにすることも求められている。

このような状況の中で、平成21年度の監査にあっては、庶務事務システムや財務会計シ

ステム等の適切な運用にも留意しつつ、公正かつ効果的な各種監査を実施し、多様な課

題に直面する行財政運営のチェック機能としての役割を果たすことが期待されている。

監査の実施にあたっては、事務事業について、合規性はもとより、経済性、効率性、有効

性の観点から検証するとともに、次の事項にも留意し、監査の実効性を確保する。

（１） 監査の効率化を図るため、監査対象部局から関連資料の提出を求め、事務事業につ

いて説明を聴取する等、事前の調査を実施する。

（２） 監査の実効性を確保するため、監査により指摘や注意をした事項については、措置

報告を求め、改善状況について検証する。

さらに、監査結果等の情報は区民に分りやすく公表し、区政の透明性と信頼性を一層高

めることにも努める。

２ 各監査の方針

平成21年度の監査は次の各方針により実施することとし、監査の機能をなお一層発揮

するため、実施にあたって各監査の実施計画を定める。

（１） 定期監査

平成20年度及び21年度に執行された財務事務を主に、基本的な監査として実施する。

監査の実施にあたっては、事務事業が法令や例規等に適合しているか、事業の目的

の達成に向け事務執行は正確で効率的に行われているか、さらには経費に見合った効

果があがっているかなどの観点を主眼に、庶務事務システムや財務会計システム等の適

切な運用の観点にも留意し実施する。
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また、監査を効果的に実施するために、重点事項を設定する。

庁内については全部局を対象とするが、庁外の施設については財務事務執行の状況

を勘案して対象を抽出し、監査を実施する。

（２） 工事監査

平成20年度及び21年度執行の工事のうち、工事規模などを勘案して対象を抽出し、

施工の状況に応じて中間監査あるいは竣功監査を実施する。

監査の実施にあたっては、技術的及び事務的観点から計画、設計、積算、契約、施工

等の行程が適法かつ適正に行われているか、という点に留意して実施する。

また、監査を効果的に実施するために、専門的能力を活用した技術調査を実施する。

（３） 行政監査

課題を設定して、区の共通事務の執行や個別事業の執行を対象として実施する。

監査の実施にあたっては、最少の経費で最大の効果を挙げるよう行政事務が執行さ

れ、事務事業の目的は達成されているか、の検証に主眼を置き、事業の執行体制･組織

の効率性や、行政需要に的確に応え、住民福祉の向上に寄与しているかなどの観点に

も留意して実施する。

（４） 財政援助団体等監査

平成20年度及び21年度に執行された補助金等の金額、事業の内容、施設の規模や

目的などを勘案して抽出した団体や施設を対象として監査を実施する。

あわせて、所管部局に対しては、補助金交付規定の整備や交付手続きが適正か、財

政援助団体等への指導監督などが適切に行われているかについての監査を実施する。

（ア） 補助金等交付団体監査

区が補助金等を交付した団体について、経費使途が適法かつ適正に行われ、

事業が補助目的や交付規定に沿って適切に、効果的に執行されているかなどの

観点から監査する。

(イ) 出資団体監査

区が出資や出捐を行っている出資団体については、出資等の目的や約款等

に沿って、事業運営や会計経理が適切に執行されているかなどの観点から監査

する。

(ウ) 指定管理者監査

区立施設の指定管理者に対しては、施設の目的事業、管理や経理の業務が

区との協定書に沿って適正に執行されているかという観点から監査する。

（５） 決算等審査

平成20年度の各会計歳入歳出決算、基金の運用状況、健全化判断比率を対象に、

区長からの付託を受けて審査を実施する。

(ア) 決算審査

一般会計及び特別会計の決算計数が正確なものになっているかを確認すると

ともに、予算執行や財産管理が適正かなどに主眼を置き、審査する。

また、財政状況を正確に把握し、財政運営が健全なものになっているかを判断

するために、財政指標にも着目して審査を行う。
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(イ) 基金運用状況審査

基金運用状況報告の計数が正確なものになっているかを確認するとともに、基

金の運用及び管理が適正なものになっているかなどに主眼を置き、審査する。

(ウ) 健全化判断比率審査

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）に定め

られた健全化判断比率の算出が適正か、附属資料は適切に作成されているか

に主眼を置いて審査する。

（６） 例月出納検査

各会計の現金及び歳入歳出外現金の出納を対象として、毎月の計数が正確なものに

なっているかを確認するとともに、現金や証書類の保管について確認を行う。あわせて、

財政収支の動向や資金の運用状況等を把握する。

また、収入支出に関わる記録、証拠書類等についても検査を行う。

（７） 随時監査

事務の執行及び業務の管理に誤謬や不正が発生するおそれがある場合、または、新

たな検証を要する場合に、事務事業の合規性、正確性、経済性、有効性などの観点に

留意して実施する。

（８） 住民監査請求による監査等

住民から監査請求があった場合、区長や議会の要求があった場合等の監査は、請求

等に的確に対応し、監査を実施する。

３ 監査の期間及び各監査の実施計画

決算との整合性を図り、また一連の監査行為を期間内に完結させるため、平成21

年6月から翌年5月までの期間とする。

平成21年度各監査の実施計画は次のとおりである。

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

政策経営部

区民生活部

保健福祉部

　保育園・児童館

都市整備部

環境清掃部

教育委員会事務局

　小・中学校

行政委員会事務局等

※随時監査、住民監査請求による監査等は、必要と認めたときに実施する。

※例月出納検査は、原則として毎月22日(事務局）及び28日(監査委員）に実施する。

財政援助団体等 監 査

決算・健全化判断比率等審査

例　月　出　納　検　査

監 査 種 別 及 び 対 象

定
期
監
査

工　　事　　監　　査

行　　政　　監　　査
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